
山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
八
号
　
　
令
和
七
年
七
月
四
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）
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八
号

令
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七
年

七
月
四
日

金　曜　日

目

次

規

則

○
山
梨
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
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技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
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を
改
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一

○
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

○
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
四
十
号

山
梨
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
七
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

山
梨
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
山
梨
県
規

則
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
六
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
四
項
と
す
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
第
七
条
の
規
則
で
定
め
る
書
面
等
及
び
措
置
）

第
九
条
　
情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
第
七
条
の
規
則
で
定
め
る
書
面
等
は
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し

た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
十
七
号
）
第
五
条
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
書
面
等
と
し
、
情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
第
七
条
の
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
同
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
書
面
等
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
一
号

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
七
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一
の
三
の
部
中
「
並
び
に
週
休
日
の
振
替
（
」
を
「
、
週
休
日
の
振
替
（
」
に
改
め
、
「
含

む
。
）
」
の
下
に
「
並
び
に
休
憩
時
間
の
設
定
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
二
号

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
七
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
主
任
」
の
下
に
「
、
専
門
員
」
を
加
え

る
。第

九
十
三
号
様
式
の
十
六
（
そ
の
二
）
及
び
第
九
十
五
号
様
式
中
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
に
改
め
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に

基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
県
税

条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
と
み
な
す
。


